
つきましては、再審査等の取扱を以下のとおり定めましたのでお知らせします。

【再審査の基本的考え方】
１．審査基準が改正され施行された点（監理技術者講習）についてのみ再審査を行う。

　※再審査しないもの・・監理技術者講習以外のもの全て

２．現在有効な経審結果通知書が、再審査の日付時点で有効であること。

３．再審査は企業の自己判断に任せる。

　※再審査した結果通知書を発注部局が競争参加資格に反映させるか不明なため。

４．申請方法は通常の経審申請手続きと同様。（郵送にて提出）

【再審査に必要な書類】
１．いわゆる申請書一式

２．現在有効な経審結果通知書の写し

３．上記２を得るために申請した申請書の写し一式（分析機関による結果通知書も含む）

４．上記３の確認資料として添付し、講習受講「２」と判断された監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証

※要件変更に伴い、審査基準日現在で有効となった監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証

【再審査受付期間】 　令和４年１２月１２日まで

【再審査手数料】 　無料

【問合せ・提出先】 　下記の通り

　〒812-0013　福岡市博多区博多駅東２－１０－７　福岡第二合同庁舎別館３階

　TEL　０９２－４７１－６３３１（代表）

　国土交通省 九州地方整備局 建政部 建設産業課
　（宛　先）九州地方整備局　建政部　建設産業課　宛　「経営事項審査申請書類　在中」

監理技術者の講習受講者の取扱いについて

【お知らせ】

令和4年8月15日より技術職員名簿に講習受講「１」とする要件が変更になりました。

（変更箇所は⑤赤字部分です。）

【 講習受講 「１」 の要件 】

①監理技術者資格者証の初回交付日が審査基準日より前の日付であること

②監理技術者資格者証の有効期限が審査基準日より後の日付であること

③有する資格が１級国家資格相当であること

④建設業の種類の有無、技術職員名簿に記載した業種に「１」とあること

⑤講習修了した日が審査基準日より前の日付 かつ 審査基準日が講習修了した日

の属する年の翌年から５年以内に含まれていること



再審査申立書になっているか。
（評価申請書ではない。）

再審査申立書になっているか。
（評価申請書ではない。）

今回の再審査は「4」の「経営規模等評価の再審
査の申立及び総合評定値の請求」になっている
か。4
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審査結果の通知番号や通知年月日、再審査を申し
立てる事項、理由を記載すること。
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監理技術者講習受講者の取扱い変更に
よる再審査ですので、資格コード変更や
技術職員の追加等はできません。

講習受講のコードが「２」から「１」に変わっ
た箇所は、朱書きで表示ください。
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